
令和６年度基本方針 

はじめに 

 当協会では、組織のコンプライアンスおよびガバナンスの向上の

ため、役職員研修を重ね視覚障害者の障害特性への理解と円滑な法

人運営に努めてまいりました。 

 本年度は岩手マッサージセンター事業所が６０周年を迎えます。 

このすばらしい節目を記念して式典等を開催し、これまで支えてく

ださった方々への感謝と更なる発展を誓う機会としたいと考えてお

ります。 

また、第２３回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競

技北海道東北地区予選大会岩手大会を５月に主催する予定となって

います。 

令和６年度の事業運営についてですが、令和２年に 24 時間テレビ

から寄贈された福祉車両を活用して、通所者の移動支援を図るとと

もに、希望する団体等に車両の貸し出しをして、社会自立や社会参

加を推進してまいります。 

当面の課題としましては、在職中に視力の低下や失明に見舞われ

て、やむを得ず退職してしまうケースが散見されることから、当法

人が退職前に相談に乗ることで、合理的配慮の提供や専門機関への



紹介など、当事者がいつまでも勤められるように支援を行っていき

たいと考えております。また、日常生活のあらゆる場面にあるタッ

チパネルは、視覚障害者にとってバリアとなっています。私たちは、

全国の仲間と共に福祉大会等を通じて社会に訴え、視覚障害者が使

えないタッチパネルの放置は差別と捉えて、その課題解決に向けて

努めてまいります。 

 

Ⅰ 岩手マッサージセンター開所６０周年式典 

昭和３９年４月に開所した盛岡盲人ホームは、今年で開所６０周

年となります。そこで通所者、職員、関係者一同が会して開所６０

周年記念式典を開催します。 

Ⅱ ＩＣＴと視覚障害者  

福祉大会などオンライン開催が増え、日常生活においてもキャッ

シュレス化や様々な申請や届出のオンライン申請が増えてきていま

す。身近なところではスーパーやコンビニではセルフレジが増えて

きて、視覚障害者が単独で会計をするのが困難になってきています。

また、2024 年 12 月には紙の健康保険証の廃止が閣議決定され、今

後はマイナ保険証へ一本化となります。我々の日常生活上欠かせな

くなってきているスマホなどの操作方法も多様化しつつあり、会員



同士の情報交換と研修の機会が必要です。 

Ⅲ 地域間格差と生活のしづらさ 

昨今の物価高騰、食料品や高熱費の値上げの波は止まりません。

白杖や点字用紙、拡大読書器なども値上がりしています。 

そこで、国や地方自治体に早急に日常生活用具の給付額の見直し

を要望していかなければなりません。 

また、移動に不可欠な公共交通機関であるバス路線が各地で廃線、

減便されて、生活のしづらさに追い打ちをかけています。寄贈され

た福祉車両について運行計画を立て、マッサージセンターなどの通

所者の安全な移動と社会自立のために活用してまいります。 

Ⅳ 視覚障害者の社会自立と就労 

令和２年度より始まった「雇用施策との連携による重度障害者等

就労支援特別事業」の支援については、まだまだ充分にサービス提

供されているとは言えません。 

特別事業について行政や雇用主との情報共有を進めながら、一般

就労している視覚障害者が視力の低下や、失明を理由に退職に追い

込まれることのないように、支援してまいります。 

以下の五つの理念を基本としながら令和６年度の基本方針としま

す。 



【五つの理念】 

１ 視覚障害者の自立支援 

２ 視覚障害者本位の生活支援 

３ 開かれた経営 

４ 障害者福祉の一体化活動 

５ 地域と共生の福祉活動 

【基本方針】 

１ 岩手マッサージセンター、同行援護事業、日中一時支援事業お

よび社会参加促進事業等の運営 

２ 岩手マッサージセンター開所 60 周年記念式典の開催 

３ 第２３回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技

北海道東北地区予選大会岩手大会の主催 

４ ＩＣＴ 研修会の実施 

５ 支部活動支援・青年部および女性部活動への支援 

６ 弱視者への支援およびロービジョンネットワークへの協力 

７ 移動支援環境の整備および視覚障害者福祉サービスの地域間

格差の解消への取り組み 

８ 災害時の視覚障害者への対応 

９ あはき師の就労支援及び無資格施術への注意喚起活動 



１０ 岩手県視覚障害者団体連絡協議会活動への協力 

１１ 日視連・東視連等、関係団体との連携と、相互理解の推進 

１２ 情報発信の強化 

 


